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１.みやこ祭に参加するにあたって 

 

【第４回みやこ祭について】 

 今年度、みやこ祭は第４回目を迎えます。今年度のみやこ祭の開催期間は１１月１日

（土）～１１月３日（月）です。ふるってご参加下さい。 

 

【大学祭実行委員会について】 

 みやこ祭に関する質問・意見等は気軽に大学祭実行委員会までお寄せ下さい。 

◆大学祭実行委員会◆ 

場所：学生ホール２０６ 

電話：０４２－６７７－１１１１（内線２３２３） 

ＨＰ：http://miyakomatsuri.com 

MAIL：mepo4th@gmail.com 

 

【参加形態について】 

 みやこ祭への参加方法は、主に以下の３つの形態があります。 

1 屋内参加→４ページ 

2 模擬店参加→７ページ 

3 特別参加→９ページ 

 

【大学祭に参加するにあたっての注意】 

・大学祭実行委員会が掲示する看板や張り紙をよく読んで下さい。 

・みやこ祭参加準備会議へは出来る限り参加して下さい。 

・みやこ祭参加準備会議出席者は会議の内容を団体内へ伝え、意見をしっかりと把握して下

さい。 

・こちらから緊急に連絡する場合があります。連絡先を変更した場合は必ず大学祭実行委

員会までお知らせ下さい。なお、大学祭終了後にも連絡する場合がありますので、終了後

に変更があった場合もご連絡くださるようお願いします。 

・各種手続き・申請の締切は必ず守って下さい。 

・申請書提出の際は、必ず代表者本人が学生証を提示して下さい。 

・申請書等への記入の際は黒ボールペンを使用して下さい。 

※近年、参加申請数の増加により場所の確保が困難になりつつあります。申請数が確保場所

の数を超えた場合には抽選が行われる可能性があります。ご了承下さい。なお、抽選が行

われる場合は後日のみやこ祭参加準備会議にてお知らせいたします。 
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［今年度大学祭への参加承認について］ 

今年度より、大学祭に参加するにあたり、各団体の企画内容の検討および参加承認が必

要となりました。 

大学祭への参加を希望する団体は、「大学祭参加企画書」へもご記入下さい。この企画書

を大学祭実行委員会にて検討した上で、上部団体（サークル連合、文化部連合、体育会本

部）加盟団体を構成員とする大学祭総会にて参加承認を行います。 

・大学祭実行委員会による企画の検討において大学祭への参加が不適切であると判断さ

れた団体の企画について、変更をお願いする場合があります。 

・また、大学祭総会にて承認されなかった団体の企画は、大学祭への参加が認められま

せん。あらかじめご了承下さい。 
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２．参加申請の手順 

①屋内参加 

【屋内参加とは】 

１号館の各教室（パソコン教室・１１０番教室・１２０番教室をのぞく）および７号館の

各室を利用した参加 

 

【申請の手順】 

１．参加申請用紙に必要事項を記入する 

・『企画概要』『希望使用日』の欄は決まっている範囲で記入して下さい。 

・『使用希望教室』の欄には教室番号を第３希望まで記入して下さい。ただし、１号館の１

１０番教室・１２０番教室およびパソコン教室は使用することができません。 

・１号館の１０１・２０１・３０１・３０２・３０３・３０４・３０８・３０９番教室の机

と椅子は固定されています。『使用希望教室』への記入の際は気を付けて下さい。 

・他団体との相部屋でも構わない団体は、『半部屋使用』の項目の『可』に丸をつけて下さ

い。 

・７号館の和室・茶室・音楽室は使用が適当と思われる団体に優先して割り当てますのでご

了承下さい。 

・屋内での飲食企画は、汚損の原因になる可能性があるため原則として禁止とします。 

 

２．供託金・補償金を郵便局に払い込む 

・参加団体の種類によって供託金の金額が異なりますので注意して下さい。詳細は１４ペー

ジからをご覧下さい。 

 

３．参加申請用紙と企画書を提出、供託金・補償金の受領書を提示 

・参加申請には、参加申請書・企画書・供託金および補償金の受領証・学生証が必要です。 

・本学在学生であることを確認するため、参加申請書を提出する際は代表者の方が自身の

学生証を持って申請書を提出して下さい。 

 

４．『部屋割り個別折衝』および『部屋割り会議』に出席する 

・屋内参加への申請をした団体の代表者は『部屋割り個別折衝』および『部屋割り会議』に

必ず出席して下さい。部屋割り個別折衝および部屋割り会議では、各団体の使用する部屋

の決定等を行います。日程等の詳細は２５ページをご覧下さい。 

※申請数が確保場所の数を超えた場合は抽選が行われる可能性がありますのでご了承下さい。
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抽選が行われる場合は後日のみやこ祭参加準備会議にてお知らせします。 

※参加申請の受付は大学祭実行委員会室（学生ホール２０６）にて行います。また、８月８

日（金）の第３回みやこ祭参加準備会議終了後にも会場にて申請を受け付けます。 

   

締切は８月８日（金）２０：００です。 
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②模擬店参加 

【模擬店参加とは】 

 インフォメーションギャラリーから図書館前にかけての模擬店の出店による参加 

【申請の手順】  

１．参加申請用紙に必要事項を記入する 

・『企画概要（販売品目）』および『出店予定日』の欄は現在決まっている範囲で記入して下

さい。 

・食品の販売をする団体は『企画概要（販売品目）』に記入の際、付属の「保健所からのお知

らせ」も参考にして下さい。 

・保健所等への連絡を行う必要があるため、販売品目を変更した場合は速やかに大学祭実

行委員会までご連絡下さい。 

 

２．供託金・補償金を郵便局に払い込む 

・参加団体の種類によって供託金の金額が異なりますので注意して下さい。詳細は１４ペ

ージからをご覧下さい。 

 

３．参加申請用紙と企画書・テント借用申請書を提出、供託金・補償金の受領書

を提示 

・参加申請には、参加申請書・企画書・テント借用申請書・供託金および補償金の受領証・

学生証が必要です。 

・本学在学生であることを確認するため、参加申請書を提出する際は代表者の方が自身の

学生証を持って申請書を提出して下さい。 

 

４．後期に開かれる『模擬店設置会議』に参加する 

・模擬店参加の申請をした団体の代表者は、後期に行われる模擬店設置会議に必ず出席し

て下さい。模擬店の出店場所の決定など、模擬店に関する事項の決定や申請を行います。

模擬店設置会議の日程は２６ページをご覧下さい。 

 

※申請数が確保場所の数を超えた場合は抽選が行われる可能性がありますのでご了承下さい。

抽選が行われる場合は後日のみやこ祭参加準備会議にてお知らせします。 

※参加申請の受付は大学祭実行委員会室（学生ホール２０６）にて行います。また、８月８

日（金）の第３回みやこ祭参加準備会議終了後にも会場にて申請を受け付けます。 

締切は８月８日（金）２０：００です。
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③特別参加 

【特別参加とは】 

 １号館１１０・１２０番教室、講堂大ホール・小ホール、イベントステージ（空の目門前

に設置）等を使用した参加 

 

【申請方法】 

１．参加申請用紙に必要事項を記入する 

・特別参加の該当施設は主に 1 号館１１０・１２０番教室、講堂大ホール・小ホール、イ

ベントステージ（空の目門前に設置）です。上記以外の施設（体育施設や国際交流会館前

等）の使用を希望する団体は、参加申請締切前までに当委員会へお知らせ下さい。大学側

から特別な許可を得る必要がある場合があります。 

・控え室の使用を希望する団体は必ず『控え室希望理由』の欄に希望理由を書いて提出して

下さい。 

・講堂大ホール・小ホールおよびイベントステージにおいてＰＡ（音響機器・照明等の操作）

を大学祭実行委員会が担当することを希望する場合は『ＰＡ希望』の項目の『有』に丸を

つけて下さい。 

・企画において企業の協賛を受ける予定がある場合には『協賛を受ける予定』の項目の『有』

に丸をつけて下さい。 

・イベントステージにおける電力の使用は原則として禁止します。ただし、ライトを含むＰ

Ａ機材は除きます。 

※希望時間の欄への記入の際は、別紙の「本部企画等日程表」をご参照下さい。本部企画お

よび同窓会講演会の時間帯は該当施設を使用することはできません。 

 

２．供託金・補償金を郵便局に払い込む 

・参加団体の種類によって供託金の金額が異なりますので注意して下さい。詳細は１４ペ

ージからをご覧下さい。 

 

３．参加申請用紙と企画書を提出、供託金・補償金の受領書を提示 

・参加申請には、参加申請書・企画書・供託金および補償金の受領証・学生証が必要です。 

・本学在学生であることを確認するため、参加申請書を提出する際は代表者の方が自身の

学生証を持って申請書を提出して下さい 
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４．『タイムテーブル会議』に出席する 

・特別参加申請をした団体の代表者は『タイムテーブル会議』に必ず出席して下さい。大学

祭本部企画および各団体の施設使用時間の調整等を行います。日程等の詳細は２５ページ

をご覧下さい。 

・また、後期に行われる個別折衝にも必ず参加して下さい。備品・ＰＡ・物件などの折衝を

おこないます。詳細は２６ページをご覧下さい。 

 

※申請数が確保場所の数を超えた場合は抽選が行われる可能性がありますのでご了承下さい。

抽選が行われる場合は後日のみやこ祭参加準備会議にてお知らせします。 

※参加申請の受付は大学祭実行委員会室（学生ホール２０６）にて行います。また、８月８

日（金）の第3回みやこ祭参加準備会議終了後にも会場にて申請を受け付けます。 

 

締切は８月８日（金）２０：００です。 
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３．模擬店テントについて 

 

１．今年度のテントの貸し出しについて 

 昨年度まで模擬店参加団体に対して、外部公共機関のテントの貸し出しを行っていました。

この外部公共機関のテントの確保のための交渉は例年大学祭常任委員会が一括して行い、学

生課より外部公共機関のテントの使用に関しての承諾を得た上で参加団体にテントを割り振

ってきました。しかし昨年度、テントの貸し出しに際して学生課が外部公共機関からクレー

ムを受けたため、今年度の外部公共機関のテントの使用に関して学生課の承諾を得ることが

できなくなりました。そのため今年度のテントの使用は学内テント、団体所有のテントも

しくはレンタル会社のテントとします。また、今年度は参加団体による外部公共機関との交

渉を避けるために、レンタル会社からのテントのレンタルは大学祭実行委員会が一括して

行います。ご了承下さい。 

 

２．テント借用申請について 

※この申請は模擬店参加団体を対象とした申請です。 

 この申請では、模擬店参加における学内テントもしくはレンタル会社のテントの使用の申

請をしていただきます。 

 今年度は学外のテントを使用することができないため、レンタル会社から例年以上に多く

のテントを確保しなければなりません。そのため、早い段階でレンタル会社から借りるテン

トの数を確定させる必要があります。可能な限り正確な情報の記入をお願いします。 

 この申請において学内テントもしくはレンタル会社のテントの使用を希望しない団体は各

団体で使用するテントを確保していただきます。その際、外部公共機関からの借用は絶対

に行わないで下さい。 

 また、生協レンタルを利用した際のレンタル料金は、１団体あたり１１，７６０円となり

ます。（この料金は現段階での見積もりです。レンタル料金は確定し次第、模擬店設置会議に

てお知らせいたします。） 

 

締切は 8月８日（金）２０：００です。 
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４．供託金・補償金について 

 

（１）供託金について 

本年度も大学祭参加にあたって供託金を納めていただくことになりました。大学祭に参加

するにあたって負担になるとは思いますが、ご協力お願いします。 

 

１．注意点 

供託金は参加申請書を提出するまでに振込みをして下さい。大学祭期間中における違反事

項に関する規約により、供託金を納めていない団体の参加申請書は受付ができませんので

ご注意下さい。 

 

２．金額 

参加形態によって供託金の額が異なりますので、以下を参照して間違いのないようにお願

いいたします。 

（１）営利を目的としないゼミおよび研究室単位での参加団体には、供託金は課さない。 

（２）営利を目的としない団体のうち、上記（１）に該当しない場合は５，０００円とする。 

（３）営利を目的とする参加団体のうち、上部団体（体育会・文化部連合・サークル連合）

に加盟している団体およびクラス・ゼミ・研究室単位での参加団体は１０，０００円

とする。 

（４）営利を目的とする参加団体のうち、上記（３）に該当しない団体は２０，０００円と

する。 

 

※上記（１）から（４）の複数の形態で参加する団体は、供託金の金額が高いほうの参加形

態とします。 

＜例＞ゼミで、非営利の研究展示と営利目的の模擬店の両方での参加をする場合 

→供託金は上記の（３）となり、１０，０００円となります。 

※参加申請書の「営利・非営利」の欄はどちらかに必ず○をしてください。 

 

３．払い込みについて 

供託金の納入は郵便振替のみです。それ以外の納入方法ではお受け出来ませんので

ご注意下さい。また、学内の ATM からの納入は受領証が発行されない為出来ません。納入

の仕方については「供託金・補償金の払い込み方法について」のページをご参照下さい。 
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４．返却について 

大学祭期間中、何も問題を起こさなかった団体には供託金は全額返却されます。返却の日

程は決定次第お知らせいたします。なお返却の日程を過ぎても受け取りに来なかった団体

に関しては大学祭実行委員会から連絡いたしますが、それでも受け取りに来なかった場合、

公的機関に寄付いたします。ご理解下さい。 
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（２）補償金について 

今年度も大学祭期間中に構内施設の汚損・破損が生じた場合に備え、大学祭の参加にあた

って補償金を納めていただくことになりました。大学祭に参加するにあたって負担になると

は思いますが、補償金制度についてご理解の上、ご協力お願いします。 

 

１．注意点 

補償金も供託金と同様、参加申請書を提出する前に必ず納めるようお願いします。参加申

請を受け取る際に受領書を確認します。補償金を納めていない団体の参加申請書は受付が

できませんのでご注意下さい。 

 

２．金額 

各団体一律５，０００円とします。ひとつの団体で複数の参加申請をする場合も、参加申

請の数に関わらず５，０００円となります。 

 

３．払い込みについて 

補償金の納入も供託金同様郵便振替のみです。それ以外の納入方法ではお受け出来ませ

んのでご注意下さい。また、学内のATMからの納入は受領証が発行されない為出来ません。

納入の仕方については「供託金・補償金の払い込み方法について」のページをご参照下さい。 

 

４．返却について 

大学祭期間中に当事者不明の汚損・破損が生じた場合は補償金から修理費をまかない、そ

の修理費を差し引いた残金を各団体に均等に返却します。 

＜例＞参加団体数が１００団体の場合、補償金の合計額は５，０００円×１００団体=

５０万円 となります。 

大学祭期間中に当事者不明の窓ガラスの破損があり、その修理費が１５万円だと

すると、１団体あたりへの返却額は（５０万円－１５万円）÷１００団体＝３，

５００円 となります。 

ただし、責任の所在が明らかな場合は汚損・破損させた者が弁償することになりますので、

その場合は補償金の適用はありません。 

また、返却の日程は供託金同様、決定次第お知らせいたします。また、返却の期限が過ぎ

ても受け取りに来なかった団体には大学祭実行委員会から連絡いたしますが、それでも受け

取りに来なかった場合、公的機関に寄付させていただきます。ご理解下さい。 
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（３）供託金・補償金の払い込み方法について 

１８ページの記入例を参考に、払込取扱票の必要事項記入欄に必要事項を記入のうえ、郵

便局窓口に提出、もしくは郵便局の ATMで支払いを行って下さい。学内のＡＴＭでは受領

書が発行されないため納入できません。 

 

必要記入事項は以下のとおりです。 

１．口座番号 

 供託金の場合…００１２０－０－７７３０２７ 

 補償金の場合…００１９０－９－２１４３４ 

２．金額 

・供託金は参加形態によって異なりますのでご注意下さい。 

・補償金は一律５，０００円です。 

３．加入者名 

 「首都大学東京大学祭実行委員会」と記入して下さい。 

４．通信欄 

 団体名を必ず記入して下さい。 

５．ご依頼人 

 団体の代表者の方の住所・氏名・電話番号を記入して下さい。 

 

 

※郵便振替払込請求書兼受領書は参加申請を行った後も、大学祭終了後の供託金・補償金

の返却の際に必要となります。必ず大学祭終了後まで各団体で保管しておい下さい。 

※払込取扱票は供託金・補償金ともに同じものを使用していますので、混同することのない

よう気をつけて下さい。 

※払い込みの際には手数料が必要となります。手数料は各団体で負担していただきますので

ご理解下さい。 

 

＜参考＞ 

払い込みをした際の手数料は以下のようになります。 

振込額 ATMの場合 窓口の場合 

５，０００円 ８０円 １２０円 

１０，０００円 ８０円 １２０円 

２０，０００円 ８０円 １２０円 
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５．パンフレット原稿について 

※特別参加団体・屋内参加団体専用 

 

 今年度も、パンフレット内に特別参加団体及び屋内参加団体の宣伝スペースを設けます。

今年度はパンフレット原稿の抽選は行いません。パンフレットにて宣伝される場合は下記の

要領で原稿を提出して下さい。 

今年度は画像（縦２５ｍｍ×横３５ｍｍ絵や写真など）と企画のＰＲ文（全角７０字まで

となります。企画内容などを宣伝して下さい。）を作成していただきます。今年度のパンフ

レットは白黒となっておりますので、画像は白黒で作成して下さい。自由に工夫して、来場

者にアピールして下さい！なお、日時・場所・団体名はこちらで別に記載しますので、ピク

チャに入れる必要はありません。 

 

画像について  縦２５ｍｍ×横３５ｍｍ 

絵でも写真でも構いません。自由に作成して下さい。絵の場合は Adobe Illustrator, 

Adobe Photoshop での提出をお勧め致します。写真の場合はデジタルカメラで撮影した

ものをデータに変換してから提出して下さい。 

 

ＰＲ文について 全角７０字以内 

７０字以内で企画内容などを簡単にＰＲして下さい。 

 

提出方法 ※①の提出方法を推奨致します。 

①．メールに添付 

画像はAdobe Illustrator, Adobe Photoshopでの提出をお勧め致します。 

メールの件名に団体名を明記し、メールの本文に企画名（全角１５字以内）とＰＲ文

（全角７０字以内）を書いて下さい。メールに画像を添付し、mepo4th@gmail.com

へ送って下さい。その際に、画像のファイル名に団体名を明記し、提出して下さい。 

②．ＵＳＢフラッシュメモリに保存し、学生ホール２０６（大学祭実行委員会室）へ提出 

画像はAdobe Illustrator, Adobe Photoshopでの提出をお勧め致します。また、企

画名（全角１５字以内）とＰＲ文（全角７０字以内）はMicrosoft Word またはメモ

帳での提出をお願いします。 

ファイル名に団体名を明記して提出して下さい。なお、ＵＳＢフラッシュメモリは提

出の際にその場で返却致します。 

③．提出用紙に直接記入し、学生ホール２０６（大学祭実行委員会室）へ提出 

別紙でお配りした「パンフレット原稿提出用紙」にしたがって提出して下さい。(画像
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が劣化する恐れがありますが予めご了承下さい) 

 

提出先 大学祭実行委員会室（学生ホール２０６） 

メール ：mepo4th@gmail.com 

締め切り ８月８日（金） ２０：００まで 

     ※なお、第３回みやこ祭参加準備会議終了後にも受付を行います。 
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６．模擬店クーポンについて 

※模擬店参加団体専用 

昨年ご好評いただきましたパンフレット内の模擬店クーポンを、今年度もパンフレットを

ご購入してくださった方にチラシ形式で配布致します。クーポンを作成しない場合、今年度

は模擬店の紹介をパンフレット内で行わないため、模擬店マップのみでの紹介となります。

強制ではありませんが、このクーポンチケットが大きな宣伝効果となりますので、ふるって

ご投稿下さい。 

以下の要領で提出をお願いします。 

 

クーポンチケットの使用方法 

今年度も、模擬店マップに「クーポン対応店」のように明記し、宣伝効果を狙います。ク

ーポンの使用方法としては、来場者がパンフレットに載っているクーポンを見せ、お店の人

がチェック欄にスタンプを押すかチェックをする形をとります。 

 

画像について  縦３０ｍｍ×横４０ｍｍ 

販売品目、クーポンの内容も明記して下さい。パソコンでイラストを作成する場合は

Adobe Illustrator, Adobe Photoshop,などをお奨め致します。なお、白黒印刷となりま

す。 

 

提出方法 ※①の提出方法を推奨致します。 

①メールに添付 

イラストの作成はAdobe Illustrator, Adobe Photoshop,などをお奨め致します。 

メールの件名に団体名を明記して下さい。また、メールの本文にクーポンの内容（全

角１５文字まで）も明記して下さい。 

②ＵＳＢフラッシュメモリに保存し、学生ホール２０６（大学祭実行委員会室）へ提出 

イラストの作成はAdobe Illustrator, Adobe Photoshop,などをお奨め致します。ク

ーポンの内容（全角１５文字まで）はMicrosoft Word またはメモ帳での提出をお願

いいたします。 

ファイル名に団体名を明記して提出して下さい。なお、ＵＳＢフラッシュメモリは提

出の際にその場で返却致します。 

③提出用紙に直接記入し、学生ホール２０６（大学祭実行委員会室）へ提出 

別紙にしたがって提出して下さい。(画像が劣化する恐れがありますが予めご了承下さ

い) 
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提出先 

大学祭実行委員会室（学生ホール２０６） 

メールmepo4th@gmail.com 

 

締め切り  

８月３０日(土) ２０：００まで 
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７．施設見取り図 

１号館１階・２階、７号館１階・２階の見取り図です。部屋を希望する際などに参考にして

下さい。 




